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富山県母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収業務委託者を選定するために行う公募型プ

ロポーザルに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務概要 

 （１）業務名    

富山県母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収業務 

 （２）業務内容  

別紙「富山県母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）

のとおり 

（３）委託期間   

契約締結日から令和９年３月 31日まで 

（４）予算上限額   

２，８０５千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※本業務の契約締結に係る上限額であり、予定価格はこの範囲内で別途算定する。 

   ※本プロポーザルは、富山県令和８年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続

きであり、予算成立後に効力を生じる業務であるため、富山県議会において当初予算が否決され

た場合は、委託契約は締結しないものとする。 

    なお、契約しなかった場合においても、プロポーザル参加事業者が本業務を実施するために支

出した費用（準備行為も含む）、提供した知見の対価等については一切補償しない。 

（５）委託金額（上限）  

未収金の回収実績金額の 30％（消費税及び地方消費税を除く）以内 

 

３ プロポーザル参加資格要件 

次に掲げる条件を全て満たしている者とする。ただし、（12）に示す指定公金事務取扱者の指定に関

しては、参加資格確認において仮審査を行うものとし、契約候補者の決定後、「指定公金事務取扱者申

出書」（富山県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式に関する規程第 101号様式の２）の提出後に本

審査を行うものとする。 

（１）提案内容を確実に遂行できる体制であること。 

（２）プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに遺漏がないこと。 

（３）常時、対面又はオンラインで打合せを行うことが可能な体制を整えていること。 

（４）宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。 

（５）本プロポーザルの募集開始の日から受託決定の日までの間、富山県の指名停止又は指名保留の措

置期間中でないこと。 

（６）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないものであること。 

（７）国税及び地方税を滞納していないこと。 
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（８）会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法（平

成 11年法律第 225号）の規定による再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

（９）次のいずれにも該当しないこと。  

ア 役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは常時委託業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められること。 

イ 暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴団員が経営に実質的

に関与していると認められること。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められること。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しく

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 

カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用していること。 

（10）次のア、イのいずれかに該当すること。 

ア 債権管理回収業に関する特別措置法（平成 10年法律第 126号）第３条の法務大臣の許可を受

けた債権回収会社（同法第２条第３項。以下「債権回収会社」という。）であり、債権回収業務

の実績があること。 

イ 弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第 30 条の２の規定による弁護士法人であり、同法第 57

条第２項第２号から第４号までのいずれかに規定する懲戒の処分を受けたことがなく、債権回

収業務の実績があること。 

（11）債権管理回収会社にあっては、提案書提出日基準において、債権管理回収業に関する特別措置法

第 23条の規定による改善命令を受けていないこと。 

（12）指定公金事務取扱者としての指定要件を満たしていること。 

ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。 

  イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。 

  ウ 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると

認められること。 

  エ コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。 

 

４ 質問の受付及び回答  

本プロポーザルについて質問がある場合は、質問書（様式第１号）を提出すること。電話及び口頭に

よる質問は受け付けない。  

（１）提出方法   

電子メール（電話で到達確認をすること。）  

（２）提出先   

富山県厚生部こども家庭室こども未来課（「11 提出・問合せ先」を参照） 
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（３）提出期限   

令和８年３月３日（火）午後５時まで  

（４）回答    

受け付けた全ての質問及びそれらに対する回答は、令和８年３月５日（木）までに、県のホーム

ページ「公募型プロポーザルページ」に掲載する。 

（５）その他     

以下の質問については、受け付けない。 

ア 審査基準の配点に関する質問  

イ 他の応募者に関する質問  

ウ 審査員に関する質問  

エ その他、プロポーザルに参加するものとして適切でない質問 

      

５ プロポーザル参加申込手続  

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、プロポーザル参加申込書（様式第２号）を提出するこ

と。 

（１）提出方法  

電子メール（電話で到達確認をすること。）  

（２）提出先   

富山県厚生部こども家庭室こども未来課（「11 提出・問合せ先」を参照） 

（３）提出期限   

令和８年３月６日（金）午後５時（必着） 

 

６ 企画提案書等の提出   

本プロポーザル参加者は、下記により企画提案書等を提出すること。 

（１）提出書類（全て PDFデータで提出すること。） 

ア 企画提案書等提出届（様式第３号） 

  イ 企画提案書 

     任意様式とするが、次に掲げる内容を含むものとすること。 

項目 内容 

業務実施方針 
基本的な取組姿勢、業務フロー、実施スケジュール、収納目標額（収納

目標額は根拠を示すこととする） 

業務実施体制 

・体制（人員・役割分担・連絡体制など） 

・専門性・能力（資格・実績・成果など） 

・拠点・設備（業務実施場所・設備など） 

・個人情報保護等のコンプライアンスに対する社内の責任体制等 

※個人情報保護に関する認証を取得している場合、その認証の名称、取

得年月日 
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業務実施手法 

個別業務について実施方法・手順、トラブル対処方法などを具体的に記

載すること。 

・文書催告 

・電話催告 

・訪問調査 

・支払い方法等の相談 

・連帯借受人、連帯保証人への督促 

・未収金の収納手段（口座振込、コンビニ納付等） 

・集金及び入金業務 

・分納管理 

・県への報告・連絡 

・債務者等からの問い合わせ対応 

・その他 

※特に、上記の手段をどのように組み合わせて効果的な回収につなげる

のか具体的に記載すること。 

成功報酬見積書 
委託金額上限の範囲内において設定する受託手数料（成功報酬率）及び

見積額を記載すること。 

ウ 添付書類 

   ①法務大臣の債権管理回収業にかかる許可書の写し 

（参考：債権管理回収業に関する特別措置法第３条） 

②過去３カ年の決算報告書  

③会社概要（様式第４号）、登記簿謄本  

④地方公共団体等における債権回収実績がわかる書類 

⑤その他企画提案、内容の参考となる書類等 

（２）提出方法 

   電子メール（電話で到達確認をすること。） 

（３）提出先 

    富山県厚生部こども家庭室こども未来課（「11 提出・問合せ先」を参照） 

（４）提出期限 

令和８年３月 11日（水）午後５時（必着） 

（５）その他  

ア 提案は、参加業者１者につき１案とする。 

イ 次に掲げる場合については提案を無効とする。 

・所定の日時までに所定の提出先に提出すべき書類を提出しなかった場合 

・審査関係者と直接又は間接を問わず連絡を求めた場合 

・本プロポーザルに関する条件、あらかじめ指示した事項等に違反した場合 

・企画提案書等に虚偽の記載をした場合 

ウ プロポーザルへの参加、企画提案に要する全ての費用は参加者負担とする。 
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エ 事業の趣旨に沿った効果的な提案であれば、仕様書に記載の無い事項についても、新たな提案

を妨げるものではない。 

オ 提出書類は返却しない。提出された全ての書類は、富山県情報公開条例に基づき、情報公開の

対象文書となるため、法人に関する情報（いわゆる企業秘密等）に該当する場合は、その旨明記

すること。  

 

７ 審査方法等について   

（１）審査方法 

提出された企画提案書等による書面審査のうえ、事業実施に適切な業者を契約候補者として選

定する。 

なお、提案の内容について個別にオンラインでのヒアリングを実施する場合がある。（ヒアリン

グを行う場合、日時、場所等詳細については別途通知する。） 

（２）審査基準 

    別紙「富山県母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収業務委託事業者選定審査基準」のとおり 

（３）審査結果通知 

選定の有無にかかわらず、後日審査結果を書面で通知し、委託契約候補者の名称等を県のホーム

ページ（「公募型プロポーザル」ページ）で公表する。  

なお、決定経緯及び決定理由等に関する問い合わせには応じない。 

 

８ 契約手続等  

（１）選定された契約候補者は審査結果通知後、速やかに、下記の納税証明書を提出すること。 

【県内に本支店、営業所又は事務所がある場合】 

ａ 県税事務所が過去６箇月以内（提案書提出日基準）に発行した納税証明書（県税及びこれに付

随する延滞金等で未納のないことのわかるもの） 

  ｂ 所管税務署が過去６箇月以内（提案書提出日基準）に発行した納税証明書（その３ 未納税額

のないことの証明） 

【県内に本支店、営業所又は事業所がない場合】 

ａ 所管税務署が過去６箇月以内（提案書提出日基準）に発行した納税証明書（その３ 未納税額

のないことの証明） 

（２）選定された契約候補者と仕様書の内容を別途協議の上、契約を締結する。契約候補者が必要な契

約条件に合致しない場合は、次点の者と契約締結について協議する。 

 

９ その他の留意事項 

（１）受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務の

一部については、受託者があらかじめ県と協議し、県が承認した場合に限り第三者へ委託、又は請

け負わせることができる。 

（２）委託業務の詳細事項、業務の進め方等については、県の指示に従うこと。 

（３）契約保証金は、見積の 100分の 10以上とする。ただし、富山県会計規則第 75条第３、５、６号
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の規定に該当する場合は免除とする。 

  

10 今後のスケジュール 

（１）質問書提出期限      令和８年３月３日（火）午後５時    

（２）質問に対する回答期限   令和８年３月５日（木） 

   ※県が回答を県のホームページに掲載する期限 

（３）参加申込書提出期限  令和８年３月６日（金）午後５時 

（４）企画提案書等提出期限  令和８年３月 11日（水）午後５時  

（５）企画提案書等審査会  令和３年３月下旬 (予定) 

（６）審査結果通知   令和８年３月下旬（予定） 

（７）業務委託契約締結  令和８年４月（予定） 

 

11 提出・問合せ先 

〒930-8501 富山市新総曲輪１－７  

富山県厚生部こども家庭室こども未来課家庭福祉担当 

受付時間は、午前９時から正午、午後１時から５時まで（土日・祝日を除く。）  

ＴＥＬ： 076-444-3209（直通）  

E-mail：akodomokatei★pref.toyama.lg.jp （★を＠に変えて送信） 


